
・

・

令  和  ４  年 

上尾市議会３月定例会議案 

概 要

情報提供用

 個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加工して

いるため、内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合があります。 

情報提供用



議 案 名 

議案第１１号 上尾市情報公開条例及び上尾市個人情報保護条例の

一部を改正する条例の制定について……………………… １

議案第１２号 上尾市不登校対策推進委員会条例の制定について……… ２

議案第１３号 上尾市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条

例の制定について…………………………………………… ３

議案第１４号 上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

の一部を改正する条例の制定について…………………… ４

議案第１５号 上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について…………………………………… ５

議案第１６号 上尾市地球温暖化対策基金条例の制定について………… ６

議案第１７号 上尾市民体育館条例の一部を改正する条例の制定に

ついて………………………………………………………… ７

議案第１８号 上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の

制定について………………………………………………… ８

議案第１９号 上尾市こども医療費支給条例の一部を改正する条例

の制定について……………………………………………… ９

議案第２０号 上尾市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正  

する条例の制定について……………………………………１０

議案第２１号 上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例の  

制定について…………………………………………………１１

議案第２２号 上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関す  

る条例の一部を改正する条例の制定について……………１２

議案第２３号 工事請負契約の変更契約の締結について…………………１３

議案第２４号 専決処分の承認を求めることについて……………………１４

議案第２５号 市道路線の認定について……………………………………１５



議案第１１号

上尾市情報公開条例及び上尾市個人情報保護条例の一部を改正する条例の

制定について                    （総務部総務課） 

１ 提案理由 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が

廃止され、同法において規定していた独立行政法人等の定義

が個人情報の保護に関する法律に定義されたことに伴い、所

要の改正を行うもの 

２ 内容 「独立行政法人等」の用語を定義していた「独立行政法人

等の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止され、

「個人情報の保護に関する法律」に定義されたことに伴い、

引用していた法律及び条項を次のとおり改正する。 

上尾市情報公開条例第７条第４号の改正部分

【改正前】

  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５９号）第２条第１項 

【改正後】

  個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７

号）第２条第９項 

上尾市個人情報保護条例第２条第１０号の改正部分

【改正前】

  独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５９号）第２条第１項 

【改正後】

  個人情報の保護に関する法律第２条第９項

３ 施行期日 令和４年４月１日
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議案第１２号

上尾市不登校対策推進委員会条例の制定について

（学校教育部教育センター）

１ 提案理由 不登校児童生徒に対する対策を総合的かつ効果的に推進す

るため、教育委員会の附属機関として上尾市不登校対策推進

委員会を設置するもの 

２ 内容 １  所掌事務

  委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項に

ついて調査検討する。 

(1) 上尾市不登校対策基本方針の策定及び進捗管理に関す

ること。

(2) 児童及び生徒の不登校の状況及び課題に関すること。

(3) 不登校児童生徒に対する相談、指導及び支援体制の整

備に関すること。

(4) 学校と家庭、関係機関等との連携に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、不登校児童生徒に対する

対策に関し教育委員会が必要と認めること。

２  組織

  委員会は、委員１０人以内で組織する。

３  任期

  委員の任期は、２年とする。

４  委員の報酬

(1) 委員長 日額 １１，０００円

(2) 委員 日額 １０，０００円

３ 施行期日 令和４年４月１日
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議案第１３号

上尾市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定について

（子ども未来部子ども支援課）

１ 提案理由 上尾市子どもの貧困対策計画の策定に伴い、本市における

子どもの貧困対策を計画的に推進していくため、上尾市子ど

も・子育て会議を組織する委員の定数及び構成を改めるもの 

２ 内容 上尾市子どもの貧困対策計画の策定に伴い、本市における

子どもの貧困対策を計画的に推進していくため、上尾市子ど

も・子育て会議を組織する委員の定数及び構成を改める。 

条例第３条第１項並びに第２項第５号及び第６号の改正部分

【改正前】

第３条 子ども・子育て会議は、 委員１８人 以内で組織す

る。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)～ (4) 略

(5) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(6) 子ども・子育て支援に関係する団体を代表する者

(7) 略

【改正後】

第３条 子ども・子育て会議は、 委員２０人 以内で組織す

る。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)～ (4) 略

(5) 子ども・子育て支援又は子どもの貧困対策に関し学識

経験のある者

(6) 子ども・子育て支援又は子どもの貧困対策に関係する

団体を代表する者

(7) 略

３ 施行期日 令和４年４月１日
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議案第１４号 

上尾市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例

の制定について                   （総務部職員課） 

１ 提案理由 市職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援を図るた

め、不妊治療休暇を特別休暇として新設する等の措置を講じ

るほか、所要の改正を行うもの 

２ 内容 １  不妊治療休暇（出生サポート休暇）の新設  

  職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相

当であると認められる場合は、一の年度において５日の範

囲内の期間で休暇を付与する。 

  なお、当該職員が体外受精等の治療で頻繁な通院を要す

る場合にあっては、さらに５日加算する。 

 

２  出産の補助に関する休暇の整理  

  次のとおり現行の出産補助休暇に代えて配偶者出産休暇

及び育児参加のための休暇を新設する。 

 【改正前】 

特別休暇の名称 付与日数 

出産補助休暇 ７日 

 

 【改正後】 

特別休暇の名称 付与日数 

配偶者出産休暇 ２日 

育児参加のための休暇 ５日 

 

※ 以上の新設休暇を含む家族関係を事由とする特別休暇等

の制度については、同性のパートナーと社会生活を営むＬ

ＧＢＴの職員も利用可能とする。 

３ 施行期日 令和４年４月１日 
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議案第１５号

上尾市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て                         （総務部職員課） 

１ 提案理由 市職員の妊娠、出産、育児等と仕事の両立支援を図るた

め、非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件を緩和す

るほか、所要の改正を行うもの 

２ 内容 １  非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件の緩和

  非常勤職員の育児休業及び部分休業の取得要件のうち

「引き続き在職した期間が１年以上である」との要件を廃

止する。 

２  妊娠又は出産等についての申出及び育児休業の請求に係

る措置等の義務付け

  任命権者に対し、職員からの当該職員又はその配偶者が

妊娠し、又は出産したことその他これらに準ずる事実の申

出及び育児休業の請求が円滑に行われるよう勤務環境の整

備に関し必要な措置等を義務付ける。  

３ 施行期日 令和４年４月１日
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議案第１６号 

上尾市地球温暖化対策基金条例の制定について 

（環境経済部環境政策課） 

１ 提案理由 地球温暖化対策に関する事業に要する経費の財源に充てる

ため、上尾市地球温暖化対策基金を設置するもの 

２ 内容 １  設置の目的  

  地球温暖化対策に関する事業に要する経費の財源に充て

るため。 

 

※ 地球温暖化対策とは、温室効果ガスの排出の量の削減並

びに吸収作用の保全及び強化その他の国際的に協力して地

球温暖化の防止を図るための施策をいう。 

  地球温暖化対策に関する事業として、公共施設の整備又

は修繕、新たな技術又はニーズに対応した取組その他の環

境負荷の軽減に資する事業に基金を活用する。 

 

２  基金の積立て  

  次に掲げる額とする。 

 (1) 地球温暖化対策に関する事業のための寄附金の額 

 (2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定

める額の範囲内の額 

 

３  基金の処分  

  地球温暖化対策に関する事業に要する経費の財源に充て

る場合に限り、一般会計歳入歳出予算の定めるところによ

り、その全部又は一部を処分することができる。 

３ 施行期日 公布の日 
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議案第１７号 

上尾市民体育館条例の一部を改正する条例の制定について 

（教育総務部スポーツ振興課） 

１ 提案理由 指定管理者の指定の期間が令和５年４月１日から新たに開

始することに伴い、上尾市民体育館の維持管理に要する費用

を算出し、受益者負担割合を勘案した上で、施設の利用に係

る利用料金の額を改めるもの 

２ 内容  利用料金の額の適正化を図るため、市民体育館の施設の利

用に係る利用料金の額を次のとおり改める。 

１  団体利用 （単位：円） 

利用区分／利用単位 
利用料金の額 

午前  午後１ 午後２ 夜間 全日 

ア
リ
ー
ナ 

ア マ チ
ュ ア 及
びレク 

一般・学生 6,400 6,400 6,400 6,400 25,600 

児童・生徒 3,200 3,200 3,200 3,200 12,800 

その他  
平日 9,200 9,200 9,200 9,200 36,800 

土日祝 13,800 13,800 13,800 13,800 55,200 

卓球室 
一般・学生 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

児童・生徒 750 750 750 750 3,000 

体 力 相 談 室
兼 ト レ ー ニ
ング室 

一般・学生 1,400 1,400 1,400 1,400 5,600 

児童・生徒 700 700 700 700 2,800 

柔道場 
一般・学生 1,600 1,600 1,600 1,600 6,400 

児童・生徒 800 800 800 800 3,200 

剣道場 
一般・学生 1,600 1,600 1,600 1,600 6,400 

児童・生徒 800 800 800 800 3,200 

弓道場 
一般・学生 2,000 2,000 2,000 2,000 8,000 

児童・生徒 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

庭 球 場 （ １
面につき） 

一般・学生 １時間につき６００ 

児童・生徒 １時間につき３００ 

  
２  個人利用 （単位：円） 

利用区分／利用単位 
利用料金の額 

午前  午後１ 午後２ 夜間 

弓道場 
一般・学生 250 250 250 250 

児童・生徒 100 100 100 100 

庭 球 場 （ １
面につき） 

一般・学生 １時間につき６００ 

児童・生徒 １時間につき３００ 

※  網掛け部分は増額を、太字部分は減額を示す。  

【利用料金の額の適正化】 

 原価に受益者負担割合を乗じて得た額を原則とした上で、

必要に応じ他市との均衡を図る等の所要の調整を行うもの 

 ※ 利用料金の原価 

   公共施設の維持管理に係る１年間の経費等を延べ床面

積及び１年間の貸出可能時間で除し、当該部屋等の面積

及び貸出時間を乗じて得たもの 

３ 施行期日 令和５年２月１日 
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議案第１８号 

上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の制定について 

（教育総務部スポーツ振興課） 

１ 提案理由 上尾市平塚サッカー場の設置の目的を効果的に達成するた

め、その管理を指定管理者に行わせるものとするもの 

２ 内容 １  指定管理者制度導入のための基本的な規定の整備  

  平塚サッカー場の設置の目的を効果的に達成するため、

その管理を指定管理者に行わせるものとするとともに、指

定管理者が行う業務の範囲及び管理の基準を定めることと

する。 

 

２  指定管理者に関する規定の整備  

 (1) 平塚サッカー場の休場日及び利用時間について、指定

管理者が教育委員会の承認を得て一時的に変更すること

ができることとする。 

 (2) 指定管理者は、遵守事項を定め、及び利用者に対し適

宜な指示をすることができることとする。 

 

３  利用料金制の導入  

 (1) 指定管理者が現行の使用料の額を上限として、平塚サ

ッカー場の利用に係る料金（利用料金）の額を設定し、

指定管理者が自らの収入として収受することとする。 

 (2) 利用料金制の導入に伴い、平塚サッカー場の利用の許

可は、指定管理者が行うこととする。 

３ 施行期日 令和５年４月１日 
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議案第１９号  

上尾市こども医療費支給条例の一部を改正する条例の制定について 

（子ども未来部子ども支援課） 

１ 提案理由 子育てをする保護者の経済的な負担を一層軽減するため、

入院に係るこども医療費の支給を１８歳に達する日以後の最

初の３月３１日まで拡大するほか、所要の改正を行うもの 

２ 内容 １  こども医療費の支給の対象年齢の拡大  

令和４年１０月診療分から、こども医療費の支給対象と

なるこどもの年齢について、入院に係る 一部負担金に限

り、１５歳に達する日以後の最初の３月３１日から１８歳

に達する日以後の最初の３月３１日まで拡大する。 

 

２  その他  

 (1) 児童福祉施設その他の法令による措置により当該法令

に定める施設等に入所し、一部負担金の全額を国又は地

方公共団体に負担される状態となったこどもについて

は、こども医療費の支給対象外とする。 

 (2) 主たる生計維持者と対象となるこどもが別居している

場合には、当該対象となるこどもと同居し、現に監護し

ている者を保護者とみなす。 

３ 施行期日 ・１は、令和４年１０月１日 

・２は、公布の日 
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議案第２０号  

上尾市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例の制定につい

て                     （健康福祉部障害福祉課） 

１ 提案理由 制度の対象者を真に経済的負担の軽減が必要な低所得者と

するため、所得制限を導入するほか、個人番号カードを健康

保険証として利用できるようにするための規定を整備するも

の 

２ 内容 １  所得制限の導入  

  制度の対象者を真に経済的負担の軽減が必要な低所得者

とするため、令和４年１０月診療分から、対象者本人に係

る所得制限を導入する。 

 【所得限度額】 

扶養人数 所得限度額 

０人 360 万 4,000 円  

１人 398 万 4,000 円  

２人 436 万 4,000 円  

※  特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第７条に規定

する所得基準に準拠。 

２  個人番号カードを健康保険証として利用するための規定

の整備  

  健康保険法等の一部改正により個人番号カードを利用し

た医療保険被保険者等の資格確認（電子資格確認）が導入

されることとなったため、これに対応するための規定を整

備する。 

 ※ 電子資格確認 

  医療機関で、個人番号カードに記録された利用者証明

用電子証明書を保険者に送信する方法により、被保険者

等の資格の確認を受けることをいう。 

３ 施行期日 ・１は、令和４年１０月１日 

・２は、公布の日 
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議案第２１号

上尾市バーベキュー場条例の一部を改正する条例の制定について

（都市整備部みどり公園課）

１ 提案理由 民法の一部改正に伴い、成年となる年齢が引き下げられる

ため、上尾市バーベキュー場を利用することができる者の年

齢を同様に引き下げるもの 

２ 内容 バーベキュー場を利用することができる者の年齢を次のと

おり引き下げる。 

条例第３条の改正部分

【改正前】

（利用することができる者） 

第３条 バーベキュー場を利用することができる者は、市内

に居住し、又は在勤し、若しくは在学している者で年齢２

０歳以上のものを主な構成員とする団体又はグループとす

る。 

【改正後】

（利用することができる者） 

第３条 バーベキュー場を利用することができる者は、団体

にあっては市内に居住し、又は在勤し、若しくは在学して

いる者（以下この条において「市内居住者等」という。）

で１８歳以上のものが代表者であるものとし、個人にあっ

ては市内居住者等で１８歳以上のものとする。 

３ 施行期日 令和４年４月１日
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議案第２２号 

上尾市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について             （消防本部消防総務課） 

１ 提案理由 消防団員に出動報酬を支給するほか、消防団員の任命要件

の年齢制限の上限を撤廃するとともに、消防団員の休団制度

を設けるもの 

２ 内容 １  出動報酬の支給  

消防団員が災害の発生又は警戒・訓練のため出動した場

合、次のとおり出動報酬を支給する。 

 (1) 災害の発生のため出動した場合  

１日につき８，０００円（１日の出動時間の合計が４

時間に満たない場合は、４，０００円）  

 (2) 警戒・訓練のため出動した場合 

   １日につき２，０００円 

 

２  年齢制限の上限の撤廃  

消防団員の任命要件の年齢制限の上限を次のとおり撤廃

する。 

【改正前】年齢１８歳以上４５歳未満の者 

 【改正後】年齢１８歳以上の者 

 

３  休団制度の創設  

消防団の活動に長期間従事することができない消防団員

について、３年を超えない範囲内で、消防団の活動の休止

をすることができることとする。 

３ 施行期日 令和４年４月１日 
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議案第２３号  

工事請負契約の変更契約の締結について 

（都市整備部河川課） 

１ 提案理由 

 

浅間川都市下水路改修工事における仮設工の 見直しに伴

い、当該工事の契約金額を変更する契約を締結したいので、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、提案するもの 

２ 内容  浅間川都市下水路改修工事に関する工事請負契約（令和３

年９月３０日議決第１０５号）を次のとおり変更する契約を

締結することについて、議決を求めるもの 

 

１  変 更 前 の 契 約 金 額 ２００，３７６，０００円 

２  変 更 後 の 契 約 金 額 ２０３，０７４，３００円 

３  今回変更による増額    ２，６９８，３００円 

４  工 事 の 変 更 の 概 要 

 (1) 大型土のう・敷鉄板設置の増加 

 (2) 鋼矢板運送用レール設置延長の増加 
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議案第２４号  

専決処分の承認を求めることについて 

（行政経営部財政課） 

１ 提案理由 電気料金の高騰により一般競争入札が成立しなかった上尾

市西貝塚環境センターの電力購入契約を再度の入札に付する

ため、当該契約に係る債務負担行為をすることができる限度

額を増額して計上した令和 ３年度上尾市一般会計補正予算

（第１３号）を緊急に編成する必要が生じ、令和４年２月４

日専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定に

より、その承認を求めるもの 

２ 内容 １  補正予算の概要  

 (1) 債務負担行為をすることができる事項 

   西貝塚環境センター電力購入 

 (2) 債務負担行為をすることができる期間 

   令和３年度から令和４年度まで 

 (3) 債務負担行為をすることができる限度額 

  【補正前】 １５，０３２千円 

  【補正後】 ２８，１９３千円 

 

２  専決処分した理由  

  電気料金の高騰により、令和４年１月３１日に付した上

尾市西貝塚環境センターの電力購入契約に係る一般競争入

札が成立しなかった。 

  同施設の電力を安定的に購入するためには、令和４年２

月中に再度の入札に付する必要があるので、当該契約に係

る債務負担行為をすることができる限度額を増額して計上

した令和３年度上尾市一般会計補正予算（第１３号）を緊

急に編成し、同月４日に専決処分した。 
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１ブロック  

２ブロック  

３ブロック  

５ブロック  

４ブロック  

市道路線ブロック区分図 

 

議案第２５号  

市道路線の認定について 

（都市整備部道路課） 

１ 提案理由 都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定したいので、道路法第８条第２項の規定により、提

案するもの 

２ 内容  都市計画法の規定に基づき市に帰属した道路を市道路線と

して認定する。 

区分  路線名  路線数  延長（ｍ）  

２ブロック  
２１９０４号線  

２１９０５号線  
２ ９６．５７  

３ブロック  ３１２００号線  １ ５７．５０  

５ブロック  
５１１４７号線  

～５１１４９号線  
３ ２４６．２７  

計  ６ ４００．３４  
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認定路線図（位置図） 

1：3,000 

２ブロック 

 
Ｎ 

凡例 

 

認定路線 

国道 17 号線 

上尾道路 

市立大谷中学校 

21904 号線 

L=58.39 W=5.00 

 

21905 号線 
L=38.18 W=5.00 
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認定路線図（位置図） 

1：3,000 

３ブロック 

 

 

Ｎ 

凡例 

 

認定路線 

平塚公園 

主要地方道 

さいたま菖蒲線 

31200 号線 
L=57.50 W=4.50 

-17-



 

 

認定路線図（位置図） 

1：3,000 

５ブロック 

 

Ｎ 

芝川 

主要地方道 

さいたま菖蒲線 

51147 号線 
L=67.21 W=4.00 

妙厳寺幼稚園 

凡例 

 

認定路線 
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認定路線図（位置図） 

1：3,000 

５ブロック 

 

 

Ｎ 

凡例 

 

認定路線 

主要地方道 

さいたま菖蒲線 

県道上尾環状線 

 

 

51148 号線 
L=68.95 W=4.50 

三井金属鉱業株式会社 
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認定路線図（位置図） 

1：3,000 

５ブロック 
 

51149 号線 
L=110.11 W=5.00 

尾山台団地 

 

 

ＪＲ東北本線 

(宇都宮線) 

 

 

凡例 

 

認定路線 

Ｎ 

 

さいたま市 
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